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錦町小（中）学校 共通実践事項 
１ 帰宅時刻  ※ 自宅に到着する時刻です。 
   ４月～１０月 １８：００（夏休みを含む） 
  １１月～ ３月 １７：００（冬休みも含む） 春休み １７：００   
 
２ 錦町情報安全ルール３か条 

  第１条 午後９時以降は使いません 
  第２条 知らない人と連絡をとりません。会いません。 
  第３条 友達がいやがることや個人情報は書き込みません。 
  第４条 「 我が家のルール 」 
 
３ 家庭学習の習慣化 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
４ 授業の展開 
  ① 毎時間始めに、復習の時間を設定する。（単元の導入の時間は除く） 

  ② 週末に、振り返りの時間を設定する。 
    □児童同士 □振り返りの内容共有 □児童の記述を教師が見取る 
  ③ 音読（声に出して読む）の機会を確保する。 
    □「めあて」「まとめ」を声に出して読む 

 
５ 学力向上サイクル（錦町） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

国 
文部科学省 

熊本県 
教育委員会 

熊本県球磨 
教育事務所 

錦町 
教育委員会 

目標 
 学校・家庭・教育委員会が連携し
て錦町の子どもたちを誰一人取り
残すことなく最大限の学びを保証
する 
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